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衆
議
院
議
員
西
村
�
悟
君
提
出
仁
徳
天
皇
陵
内
の
事
務
所
新
築
工
事
と
飯
場
設
置
の
可
否
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答

弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
本
件
開
発
工
事
」
に
つ
い
て
は
、
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
上
の
新
築
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
、
法
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
済
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
も
の

で
あ
る
が
、
御
指
摘
の
「
看
板
」
に
お
け
る
「
改
築
」
と
い
う
用
語
は
、
建
物
の
全
部
又
は
一
部
を
建
て
替
え
る
こ
と
と
い

う
一
般
的
な
意
味
で
用
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
今
後
、
陵
墓
等
に
お
い
て
新
た
に
工
事
を
実
施
す
る
場
合
に
は
、

御
指
摘
の
趣
旨
も
踏
ま
え
、
よ
り
適
切
な
表
現
と
す
る
よ
う
留
意
し
て
ま
い
り
た
い
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
工
事
」
は
、
法
、
堺
市
開
発
行
為
等
の
手
続
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
五
年
堺
市
条
例
第
二
十
二
号
。
以
下

「
条
例
」
と
い
う
。
）
等
の
関
係
法
令
等
に
従
っ
て
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
御
指
摘
の
「
書
面
」
は
、
条
例
第
五
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
設
置
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
設
置
は
、
堺
市
開
発
行
為
等
の
手
続
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平

成
十
五
年
堺
市
規
則
第
八
十
二
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
様
式
に
よ
り
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、

一



御
指
摘
の
「
書
面
」
に
お
け
る
「
開
発
行
為
等
」
と
い
う
用
語
は
、
条
例
及
び
規
則
の
規
定
に
従
っ
て
用
い
た
も
の
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
工
事
資
材
置
場
」
を
建
築
す
る
行
為
は
、
当
該
資
材
置
場
が
法
第
八
十
五
条
第
二
項
に
定
め
る
仮
設
建
築
物

に
該
当
し
、
条
例
に
定
め
る
開
発
行
為
等
に
は
該
当
し
な
い
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
含
ま
れ
て
い
な
い
。

五
に
つ
い
て

今
回
の
宮
内
庁
書
陵
部
古
市
陵
墓
監
区
事
務
所
の
百
舌
鳥
部
事
務
所
（
以
下
「
本
件
事
務
所
」
と
い
う
。
）
に
係
る
工
事

は
、
陵
墓
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
を
所
掌
す
る
同
庁
書
陵
部
陵
墓
課
に
お
い
て
計
画
し
、
決
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
お
尋
ね

の
役
職
及
び
氏
名
は
、
土
谷
精
一
宮
内
庁
書
陵
部
陵
墓
課
長
で
あ
る
。
な
お
、
同
課
に
お
い
て
は
、
同
庁
京
都
事
務
所
と
必

要
な
調
整
等
を
行
っ
て
お
り
、
同
事
務
所
長
の
氏
名
は
、
北
啓
太
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
五
年
二
月
十
二
日
内
閣
衆
質
一
八
三
第
九

号
）
十
か
ら
十
三
ま
で
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
本
件
事
務
所
は
、
仁
徳
天
皇
百
舌
鳥
耳
原
中
陵
（
以
下
「
本
件
陵
」

し

と
い
う
。
）
へ
の
天
皇
及
び
皇
族
の
御
参
拝
並
び
に
本
件
陵
内
に
お
け
る
皇
室
に
よ
る
祭
祀
に
際
し
て
必
要
と
な
る
業
務
や
、

二



本
件
陵
の
静
安
と
尊
厳
を
保
持
す
る
た
め
の
一
般
拝
所
等
の
監
守
、
一
般
参
拝
者
へ
の
対
応
等
の
管
理
業
務
を
適
切
に
行
う

た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
建
物
は
、
一
般
拝
所
に
近
接
し
て
本
件
陵
内
に
設
置
す
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
と

考
え
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
後
と
も
、
陵
墓
等
の
静
安
と
尊
厳
の
保
持
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

三


